
�愛媛県告示第２２５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項の規定に

より、次のとおり指定代理納付者を指定した。

平成２７年３月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定代理納付者の名称及び主たる事務所の所在地

ヤフー株式会社

東京都港区赤坂九丁目７番１号

２ 指定代理納付者に納付させる歳入

インターネットを利用して納付するふるさと愛媛応援寄附金に

係る寄附金歳入

３ 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

�愛媛県告示第２２６号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２７年３月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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適用を受けるものである。

告 示

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

愛媛県広域災害・救急等医
療情報システム再構築業務

愛媛県保健福祉部管理
局医療対策課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成２７年１月９日
株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ
東京都江東区豊洲三丁目
３番３号

１５８，５９１，５２０円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１０条
第１項第１号の規定による。

毎週（火・金）曜日発行 第２６５１号 平成２７年３月３日

平成２７年３月３日火曜日 第２６５１号
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�愛媛県告示第２２７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の名称を変更した旨の届出があった。

平成２７年３月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２２８号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成２７年１月２２日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２７年３月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

名 称
変更年月日

変 更 前 変 更 後

メディコ２１東大洲調剤薬
局 レデイ薬局 とみす店 平成２７年２月１日

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘５毛 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘

２～５ 省略 ２～５ 省略

６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

年１分２厘５

毛

年４厘５毛 ６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

年１分２厘５

毛

年４厘
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�愛媛県告示第２２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、喜多郡内子町内子地域に係る県営土地改良事業計画を変更し

たので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定によ

り、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２７年３月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・内子地区）変更計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成２７年３月４日から３月３１日まで

３ 縦覧場所

内子町役場内子分庁

�愛媛県告示第２３０号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成２７年１月２２日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２７年３月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

７ 省略 ７ 省略

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類 利子補給率 漁業近代化資金の種類 利子補給率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０
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（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

者に

貸し

付け

る場

合

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

者に

貸し

付け

る場

合

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

同上 同上 同上 年４

厘５

毛

年４

厘５

毛

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

同上 同上 同上 年４

厘

年４

厘

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

同上 年４

厘５

毛

年４

厘５

毛

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

同上 年４

厘

年４

厘

愛 媛 県 報平成２７年３月３日 第２６５１号
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�愛媛県告示第２３１号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成２７年３月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（南予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

西宇和郡伊方町三机乙
２８１２－２

� 藤 豊 治

西宇和郡伊方町三机乙
２８１２－２

松 澤 勇 佑

西宇和郡伊方町三机乙
４３６８－９

佐々木 徳 男
三 机 八幡浜漁業協同組合

西宇和郡伊方町大江
１５４－１

佐々木 学

西宇和郡伊方町大江
１５４－１

佐々木 隆 宏

西宇和郡伊方町大江
３６０

木 村 庄太郎

大 江
志 津
小 島

八幡浜漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２７年３月３日から１７日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

南予地 方 局 管 内 の 加 入 区 南 予 地 方 局
産業経済部八幡浜支局水産課

�������
�愛媛県告示第２３２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、宇和島市長から次のとおり公共測量が

終了した旨の通知があった。

平成２７年３月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（空中写真撮影）

２ 作業期間 平成２６年１０月２４日から

平成２６年１２月１日まで

３ 作業地域 宇和島市全域

�������
�愛媛県告示第２３３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び大洲市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２７年３月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

大洲都市計画道路 ３・６・１ 大洲徳森線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 大洲市田口及び若宮の各一部

� 削除する部分 なし

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

８ 省略 ８ 省略

��������������
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�愛媛県告示第２３４号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２７年３月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２７年３月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公表第３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２７年３月３日

愛媛県監査委員 佐 伯 滿 孝

同 戒 能 潤之介

同 徳 永 繁 樹

同 山之内 芳 夫

随意契約に係る物品等の
名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

東芝製ＩＣ運転免許証
作成用消耗品
カード（新規、一般、優良）

愛媛県警察本部
警務部会計課
愛媛県松山市南堀端町
２番地２

平成２６年１２月２６日
株式会社東芝四国支社
支社長 瀬田 肇
高松市寿町二丁目２番７
号

単価 １４３，８５６円

契約の相手方のみ調達できる物品
であるため、地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第２号の規定を
適用し随意契約とした。

東芝製ＩＣ運転免許証
作成用消耗品
インクリボン（イエロー、
マゼンダ、シアン）

単価 ２７，３４５円

東芝製ＩＣ運転免許証
作成用消耗品
インクリボン（クロ）

単価 １４，３６４円

東芝製ＩＣ運転免許証
作成用消耗品
免許証保護膜ＵＶＣリボン

単価 ３２，７２４円

東芝製ＩＣ運転免許証
作成用消耗品
免許証ラミネートオーバー
コートリボン

単価 １３，９７５円

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２７年２月１６日 特定非営利活動法人松山ＹＭＣ
Ａ 武 井 義 定 松山市樽味２丁目４－１－１Ｆ この法人は、キリスト教精神に基づき、奉仕の

精神を養い、共に支え合い、一人ひとりが大切
にされる地域社会の形成を目指し、特に青少年
の精神、知性、身体の健全な成長を助けると共
に、世界各国の青少年との連帯のうちに、世界
平和と民主的な社会の進展に寄与することを目
的とする。

監 査 公 表 公益財団法人
愛媛県生活衛生営業指導センター 〃

社 会 福 祉 法 人 幸 楽 〃

特定非営利活動法人
えひめ障害者ヘルパーセンター 〃

愛 媛 県 中 小 企 業 団 体 中 央 会 〃

愛 媛 県 職 業 能 力 開 発 協 会 〃

愛媛県産材製品市場開拓協議会 〃

愛 媛 県 林 材 業 振 興 会 議 〃

久 万 広 域 森 林 組 合 〃

い し づ ち 森 林 組 合 〃

株式会社小田森林ログハウジング 〃

新 居 浜 市 治 良 丸 土 地 改 良 区 〃

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

学 校 法 人 済 美 学 園 平成２６年１１月２７日

学 校 法 人 木 の 実 学 園 〃

学 校 法 人 双 葉 学 園 〃

学 校 法 人 田 渕 学 園 〃

学 校 法 人 日 土 幼 稚 園 〃

愛 媛 県 報平成２７年３月３日 第２６５１号

１３２



社 会 福 祉 法 人 三 恵 会 〃

社 会 福 祉 法 人 杉 の 子 会 〃

社 会 福 祉 法 人 エ ン ゼ ル 〃

社 会 福 祉 法 人 愛 信 会 〃

西 予 市 〃

愛 媛 県 森 林 組 合 連 合 会 平成２６年１２月１８日

（監査の結果）

平成２５年度において実施された上記団体に対する次の補助金に係る

出納その他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おお

むね良好と認められた。

事 業 主 体 補 助 金 の
名 称 補助対象事業 補 助 対 象

事 業 費 補 助 金 額

学校法人
済 美 学 園

平成２５年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

済美高等学校の
運営費

１，２２２，７７０，
０６８円

５４７，０６５，
０００円

〃 〃 済美平成中等教
育学校の運営費

４３８，４４９，
７７４円

２２９，４１５，
０００円

〃 〃 済美幼稚園の運
営費

８５，１９９，
４１１円

５６，６２７，
０００円

〃 平成２５年度
愛媛県私立
幼稚園子育
て総合支援
事業補助金

済美幼稚園の子
育て相談事業等

１，３１０，
０００円

１，３１０，
０００円

学校法人
木 の 実 学 園

平成２５年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

木の実幼稚園の
運営費

１３０，１４４，
３０１円

５０，８６９，
０００円

〃 平成２５年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金（幼
稚園特別支
援教育費補
助）

木の実幼稚園の
特別支援教育に
係る事業費

９，６０２，
５４４円

７，４４８，
０００円

〃 平成２５年度
愛媛県私立
幼稚園子育
て総合支援
事業補助金

木の実幼稚園の
子育て相談事業
等

１，５６０，
０００円

１，５６０，
０００円

学校法人
双 葉 学 園

平成２５年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

双葉幼稚園の運
営費

２０，６５８，
３３６円

１１，８６９，
０００円

〃 平成２５年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金（幼
稚園特別支
援教育費補
助）

双葉幼稚園の特
別支援教育に係
る事業費

２，４９５，
５６０円

１，１７６，
０００円

〃 平成２５年度
愛媛県私立
幼稚園子育
て総合支援
事業補助金

双葉幼稚園の子
育て相談事業等

１，５６０，
０００円

１，５６０，
０００円

学校法人
田 渕 学 園

平成２５年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

長浜幼稚園の運
営費

８，４１７，
７８３円

３，８０９，
０００円

学校法人
日 土 幼 稚 園

平成２５年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

日土幼稚園の運
営費

１１，８６９，
７３１円

６，７４４，
０００円

〃 平成２５年度
愛媛県私立
幼稚園子育
て総合支援
事業補助金

日土幼稚園の子
育て相談事業等

１，５６０，
０００円

１，５６０，
０００円

公益財団法人
愛媛県生活衛生
営業指導センタ
ー

平成２５年度
愛媛県生活
衛生営業指
導センター
活動費補助
金

愛媛県生活衛生
営業指導センタ
ーの活動費

１３，８０５，
５５８円

１３，８０５，
０００円

社会福祉法人
幸 楽

平成２５年度
介護基盤緊
急整備等事
業費補助金

スプリンクラー
等の施設整備

５１，３０４，
６８７円

５１，３０４，
０００円

特定非営利活動
法人
えひめ障害者ヘ
ルパーセンター

平成２５年度
愛媛県障害
児（者）施
設等施設整
備費補助金

グループホーム
（仮称）こいこ
い事業部の整備

５７，０１５，
０００円

２１，４７０，
０００円

愛媛県中小企業
団体中央会

平成２５年度
愛媛県中小
企業団体中
央会補助金

中小企業連携組
織推進指導事業
等

１４８，８１８，
１２１円

１２８，８４９，
４３４円

愛媛県職業能力
開発協会

平成２５年度
愛媛県職業
能力開発協
会補助金

技能検定試験に
関する業務等

６９，６３４，
１２３円

２８，１３０，
０００円

愛媛県産材製品
市場開拓協議会

平成２５年度
愛媛県産材
製品市場開
拓促進事業
費補助金

市場開拓推進事
業等

２４，１７８，
９５０円

２２，５００，
０００円

愛媛県林材業振
興会議

平成２５年度
えひめ材住
宅普及啓発
事業費補助
金

えひめ材の家づ
くり促進事業等

５１，６７２，
３２５円

４８，８２５，
０００円

久万広域森林組
合

平成２５年度
愛媛県造林
事業補助金

間伐等の森林整
備事業

１，２５８，１６９，
１６０円

５０３，２６７，
６６４円

〃 平成２５年度
愛媛県森林
そ生緊急対
策事業費補
助金

間伐等の森林整
備事業

５７，６６５，
０００円

４７，２４０，
０００円

〃 平成２５年度
未整備森林
間伐事業費
補助金

間伐等の森林整
備事業

５，８３２，
６７３円

５，７００，
０００円

いしづち森林組
合

平成２５年度
愛媛県造林
事業補助金

間伐等の森林整
備事業

３２２，８９４，
６００円

１２９，１５７，
８４０円

〃 平成２５年度
愛媛県森林
そ生緊急対
策事業費補
助金

間伐等の森林整
備事業

３，２８２，
１１１円

２，２３５，
０００円

株式会社
小田森林ログハ
ウジング

平成２５年度
愛媛県造林
事業補助金

間伐等の森林整
備事業

４０，６０１，
８６０円

１６，２４０，
７４４円

新居浜市治良丸
土地改良区

平成２５年度
愛媛県単独
土地改良事
業補助金

ため池の土地改
良事業

１４，５７４，
０００円

５，８２９，
６００円

社会福祉法人
三 恵 会

平成２５年度
愛媛県軽費
老人ホーム
事務費補助
金

ケアハウス夢テ
ラスの運営費

２０，５７６，
３１７円

１３，４６６，
０００円

社会福祉法人
杉 の 子 会

平成２５年度
愛媛県軽費
老人ホーム
事務費補助
金

ケアハウス廣寿
苑の運営費

３２，０９２，
２８４円

２７，０１３，
０００円

社会福祉法人
エ ン ゼ ル

平成２５年度
愛媛県軽費
老人ホーム
事務費補助
金

ケアハウス玉泉
の運営費

２９，０９７，
５９８円

１９，２０９，
０００円

社会福祉法人
愛 信 会

平成２５年度
愛媛県軽費
老人ホーム
事務費補助
金

ケアハウス森の
園の運営費

２０，６６６，
９６８円

１４，９０３，
０００円
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�公表第４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２７年３月３日

愛媛県監査委員 佐 伯 滿 孝

同 戒 能 潤之介

同 徳 永 繁 樹

同 山之内 芳 夫

�������
�公表第５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２７年３月３日

愛媛県監査委員 佐 伯 滿 孝

同 戒 能 潤之介

同 徳 永 繁 樹

同 山之内 芳 夫

西 予 市 平成２５年度
愛媛県集落
営農育成強
化対策事業
費補助金

農業用機械の整
備等

４，０７７，
６１５円

１，２５９，
０００円

〃 平成２５年度
薬用植物産
地化支援事
業費補助金

農業用機械の整
備

４，４５６，
２００円

１，４８４，
０００円

〃 平成２５年度
新規就農者
拡大促進事
業費補助金

農業用機械の整
備

６，５００，
０００円

２，１６６，
０００円

愛媛県森林組合
連合会

平成２５年度
原木乾しい
たけ等生産
拡大支援事
業費補助金

新植ほだ木の生
産拡大や生産・
加工施設の整備
等

１５，１４９，
１５３円

１４，８３８，
０００円

〃 平成２５年度
原木乾しい
たけ緊急対
策事業費補
助金

新植ほだ木の生
産や生産状況等
履歴管理システ
ムの導入

１２，６６７，
８００円

１０，０６７，
８００円

監 査 対 象 機 関
監 査 年 月 日

団 体 名 基 本 金 等

公益財団法人
松山観光コンベン
ション協会

設立
平成３年１月１０日
（平成２４年４月１
日付けで公益財団
法人に移行）

基本金額
５２１，０００，０００円

県出捐額
１５０，０００，０００円

平成２６年１２月１７日

公益財団法人
えひめ農林漁業振
興機構

設立
昭和４６年９月８日
（平成２４年８月１
日付けで公益財団
法人に移行し、平
成２６年４月１日付
けで名称変更）

基本金額
１５，０００，０００円

県出捐額
１０，６５０，０００円

〃

公益財団法人
愛媛県暴力追放推
進センター

設立
平成４年４月２４日

基本金額
６００，０００，０００円

県出捐額
３００，０００，０００円

〃

一般財団法人
愛媛県廃棄物処理
センター

設立
平成５年９月１日
（平成２６年４月１
日付けで一般財団
法人に移行）

基本金額
１０，０００，０００円

平成２６年１２月１８日

県出捐額
２，５００，０００円

公益財団法人
えひめ産業振興財
団

設立
昭和６１年１１月１日
（平成２４年４月１
日付けで公益財団
法人に移行）

基本金額
２，４６９，５５７，０００円

県出捐額
９００，０００，０００円

〃

公益財団法人
えひめ海づくり基
金

設立
昭和６１年１２月１２日
（平成２５年４月１
日付けで公益財団
法人に移行）

基本金額
２，６３２，２００，０００円

県出捐額
７８５，０００，０００円

〃

愛媛県土地開発公
社

設立
昭和４８年６月１日

基本金額
３０，０００，０００円

県出捐額
３０，０００，０００円

〃

（監査の結果）

平成２５年度事業に係る出納その他の事務について、それぞれ監査を

実施したところ、おおむね良好と認められた。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

特定非営利活動法人ラ・ファミリエ 平成２６年１２月１７日

公益財団法人えひめ産業振興財団 平成２６年１２月１８日

愛 媛 県 森 林 組 合 連 合 会 〃

愛 媛 県 営 住 宅 管 理 グ ル ー プ 〃

（監査の結果）

平成２５年度において実施された公の施設の指定管理者に係る出納そ

の他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おおむね良

好と認められた。

公 の 施 設 の
管 理 委 託 団 体 公 の 施 設 の 名 称 委 託 金 額

特定非営利活動法人
ラ ・ フ ァ ミ リ エ ファミリーハウスあい ０円

公益財団法人
え ひ め 産 業 振 興 財 団 テクノプラザ愛媛 ６４，９３２，０００円

〃 愛媛県産業情報センター ２１，８２２，０００円

愛媛県森林組合連合会 えひめ森林公園 ２２，６６３，０００円

愛媛県営住宅管理グループ 愛媛県中予地方局管内県営
住宅 １６８，２５７，４５４円
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�公表第６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１９９

条第９項の規定により、監査の結果を次のとおり公表する。

平成２７年３月３日

愛媛県監査委員 佐 伯 滿 孝

同 戒 能 潤之介

同 徳 永 繁 樹

同 山之内 芳 夫

�愛媛県選挙管理委員会告示第１７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２７年３月３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第１８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２７年３月３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第１９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２７年３月３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局 健 康 福 祉 環 境 部 平成２７年２月９日

（監査の結果）

平成２５年度における、愛媛県軽費老人ホーム事務費補助金について、

法第１９９条第５項の規定による監査を実施したところ、おおむね良好

と認められた。

選挙管理委員会告示

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

小野たつお後援会 小 野 辰 夫 小 野 宗 三 新居浜市沢津町三丁目６－３２ 平成２７年１月７日

米谷和之後援会 米 谷 和 之 米 谷 浩 之 新居浜市中萩町１２－７ 平成２７年１月２０日

井谷ゆきえ後援会 �須賀 順 子 大河内 美知子 新居浜市萩生１１３６－２ 平成２７年１月２３日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

松本ひろかず後援会 会 計 責 任 者 松 本 晶 子 川 � 勇 治 平成２７年１月９日

岡田勝利後援会 会 計 責 任 者 岡 田 サトミ 馬 越 敬 義 平成２７年１月１４日

自由民主党愛媛県今治市
第五支部 会 計 責 任 者 � 田 耕 三 村 上 英 明 平成２７年１月２１日 政党の支部

河本ひでき後援会 主たる事務所の所在地 松山市北井門四丁目１３－２８ 松山市北井門二丁目９－１５ 平成２７年１月２６日

代 表 者 河 本 幸 恵 池 田 齊 通

大 野 博 通 後 援 会 大 野 博 通 平成２６年１２月２０日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

みんなの党愛媛県支部連合会 横 山 博 幸 平成２６年１１月２８日

��������������

平成２７年３月３日 発行
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